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ごごああいいささつつ  
 

｢地域の身近な足であるバス交通の確保｣に向けて 
～基本計画の策定にあたり～ 

 
 

 これまでの乗合バス事業には、需給調整規制がありました。これは、需要量に応じ

た供給量しか事業を認めないという免許制により新規参入を制限するとともに、退出

にも許可が必要になるという規制です。 
 しかし、道路運送法の改正により需給調整規制が廃止され、平成１４年２月１日か

らは、乗合バス事業者の新規参入・退出が容易になりました。 
 これにより、今よりも競争原理が働き、サービスが向上する路線が生まれてくる一

方で、赤字路線については退出が危惧されるなど、地域の身近な足である乗合バス路

線を取り巻く社会環境が変わりました。 
 こうしたことを背景に、本市では、アクション（行動目標）、パートナーシップ（協

働による施策の実行）、プロセス（確保方策の段階的なプログラム）をキーワードに需

給調整規制廃止後の路線バスの維持・活性化方策や、新たな公共交通としてのコミュ

ニティバスの導入に向けた考え方について検討を行い、本計画を策定しました。 
 計画策定にあたっては、積極的に市民参画を求め、市民意識調査や地区別市政懇談

会、市民ふれあいトーク、地元懇談会などを実施しました。また、学識経験者、市民、

事業者等による｢秦野市バス交通確保対策検討委員会｣を設置し、熱心なご審議をいた

だいたところです。 
 今後は、本計画を基本として、地域の身近な足であるバス交通の確保に向けて対応

に努めてまいりますので、市民をはじめ関係機関のご理解とご協力を心からお願い申

し上げます。 
 おわりに、計画策定にあたり熱心なご審議をいただきましたバス交通確保対策検討

委員会委員、市議会議員並びに貴重なご意見やご提言をいただきました多くの市民の

方々に心からお礼申し上げます。 
 

平成 14 年３月 秦野市長 二 宮 忠 夫 
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第第１１章章  計計画画のの策策定定ににああたたりり  
 
 

１ 計画策定の背景 
 
 近年、自家用車利用の増加などによるバス利用者の減少によって、バス事業者は

厳しい経営状況にあります。今まで乗合バス路線は、赤字路線を路線網全体でカバ

ーすることによって維持されてきました。これは、乗合バス事業は、需要量に応じ

た供給量しか事業を認めないという免許制により、新規参入が制限されているとと

もに、退出も許可制になっていました。(｢需給調整規制｣といいます) 
 しかし、この需給調整規制は、路線の維持や経営の安定に資する一方で、運賃や

サービス面で競争原理が働かないという負の側面が指摘されていました。 
 これらを背景として、平成 12 年 5 月に道路運送法が改正され、平成 14 年 2 月 1

日から施行されました。この改正では自由競争の導入により、乗合バス事業者の新

規参入・退出が容易になりました。新規参入は安全基準などを要件とした許可制と

し、退出は事前届出制になりました。これにより、競争原理が働き、今よりもサー

ビスが向上する路線が生まれてくる一方で、赤字路線については、退出が危惧され

るなど、乗合バス路線を取り巻く社会環境や経済環境が変わりました。 
 乗合バスは、市民生活に密着した交通手段であり、高齢者や障害者、児童・生徒

等の移動手段として不可欠であり、進展する高齢社会への対応や環境にやさしい社

会への転換などの多くの点で、利便性・快適性を高めることが求められています。 

 また、市内ではバスを利用することが不便であったり、道路幅員等によりバスが

運行できない地区があり、自動車依存社会の要因のひとつにもなっています。 

 このような背景をふまえると、本市として乗合バス路線をどのように考え、関与

していくかという基本方針を定め、バス事業者や関係機関との協議・調整を早急か

つ円滑にすすめていく必要があります。 

 また、乗合バスを取り巻く環境や社会情勢の変化に対応するため、乗合バスに限

らず、今後の「地域の足」をどのように確保していくのか、総合的に検討していく

必要があると考え、秦野市バス交通確保対策基本計画の策定に取り組みました。 
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２ 計画策定の目的 
 
 本計画は、秦野市総合計画(はだの 2010 プラン)などの上位関連計画及び、バス交

通を取り巻く社会環境、そして、本市におけるバス交通の現状と課題をふまえなが

ら、「現在の乗合バス路線をいかに維持していくのか」、また、「地域の足として、

今後、バス交通をいかに充実していくのか」という２点について、市としての基本

的な方向性を、バス交通確保対策基本計画としてとりまとめたものです。 
 とりわけコミュニティバスの運行については、本市の政策課題のひとつとして取

り組む必要があります。本計画をもとに、今後、市民、バス事業者、関係行政機関

と協議・調整を図りながら、バス交通確保対策を推進していきます。 
 

３ 計画の位置付け 

・秦野市都市マスタープラン 
・秦野市道路網計画 
・秦野市環境基本計画 
・秦野市高齢者保健福祉計画 
・秦野市交通バリアフリー基本構想 

秦野市バス交通確保対策基本計画 
 
 
 
 
上記に関する本市としての基本的な方向性を提示 
※今後、市民、バス事業者、関係機関と協議・調整を行う際の、バ

ス交通に関する本市としての基本的な方向性としていく。

 

■現在の乗合バス路線をいかに確保していくか 
■
(コミュニティバス導入の検討) 
地域の足として、今後、バス交通をいかに充実していくか 

 

秦野市総合計画（はだの 2010 プラン）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 計画の目標年次 
 

はだの 2010 プランにあわせ、平成 22 年までの期間とします。 
内容については、調査・検討を加え概ね５年ごとに見直しをしていきます。 
また、時代の要請にあったバス交通の実現が図られるよう、市民、バス事業者、

行政との間で継続的に協議等を行います。 
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第第２２章章  ババスス交交通通のの現現状状とと課課題題  
 

１ バスを取り巻く社会環境 
（１）道路運送法改正※１への対応 

 道路運送法の改正により、平成１４年２月からは需給調整規制が廃止され、

自由競争の導入により、乗合バス事業者の参入・退出が容易になりました。 
 これにより、競争原理が働き、今よりもサービスがよくなる乗合バス※２路線

が生じる一方で、赤字路線については、退出してしまう可能性がでてくるなど、

乗合バス路線を取り巻く環境が変わってきています。 
 道路運送法の改正に対応するため、地域の実情に応じた対策を行い、生活交

通の確保を目指していく必要があります。 
 

（２）高齢社会への対応 
 我国では、年々高齢者比率が上昇しており高齢社会を迎えようとしています。 
 バス交通は、高齢者の移動手段として不可欠であり、高齢社会に対応するた

めに、利便性・快適性をより高めることが求められています。また、活発に活

動する高齢者等が増えている反面、引きこもりなど新たな社会問題に対応する

ためにも、誰にとっても利用しやすい、わかりやすいバス利用環境を整備して

いく必要があります。 
 

（３）環境問題への対応 
 近年、大気汚染や地球温暖化問題などをはじめとして、環境問題が深刻化し

てきています。これらの要因のひとつに、モータリゼーション※３の進展があげ

られており、環境問題に対応し次世代に良好な環境を引き継いでいくためには、

自家用車利用による自動車依存の生活様式を見直し、バス利用を促進していく

必要があります。 
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２ 本市におけるバス交通の現状と課題 
（１）バス交通に依存する公共交通体系 

 本市の公共交通体系は、鉄道では小田急電鉄小田原線（鶴巻温泉駅、東海大

学前駅、秦野駅、渋沢駅）であり、駅から住宅地までの交通アクセスは、神奈

川中央交通（株）、（株）湘南神奈交バスの２事業者の乗合バス路線網で形成さ

れています。また、本市がバス事業者等に運行を委託し、市内の主要な公共施

設を循環する無料のバス(フレンド号)を２系統運行しています。 
 市内の乗合バス路線網は、４駅を中心として放射状に運行されており、環状

方向に移動するための路線は充実していません。また、鉄道を徒歩で利用でき

る地域はわずかで、地域の足となる公共交通はバス交通に依存している状況に

あり、公共交通としてのバス交通を確保･充実していく必要があります。 
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■バス交通に依存する公共交通体系 
○ 市内の乗合バス路線網は、４駅を中心として放射状に運行されてお

り、環状方向に移動するための路線は充実していません。 
○ また、駅勢圏を半径７００ｍと考えた場合、鉄道を徒歩で利用でき

る地域はわずかであり、地域の足となる公共交通はバス交通に依存

している状況にあります。 
 

出典
 5 ：「バス交通現況調査報告書」秦野市コミュニティバス庁内検討委員会 



（２）減少するバス利用者数 
 本市においては、モータリゼーションの進展による自家用車利用者の増加など

により、バス輸送人員は年々減少しています。そのため、乗合バス路線を維持し

ていくためには、市民・バス事業者・行政が一体となって、利用を促進するため

の施策を検討し、実施していく必要があります。 
   【バス輸送人員の推移】～減少するバス利用者数～ 
 

12,900,828 12,840,483

10,917,396

14,480,892
14,564,820

13,985,828

14,806,292
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11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000
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昭和４９年度 昭和５４年度 昭和５９年度 昭和６２年度 平成４年度 平成８年度 平成１２年度

利用者数(人／年間) 秦野市内  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

887,043

906,448

815,417

778,679

822,146

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

昭和４５年 昭和５０年 昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平

利用者数（千人/年間） 神奈川県内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成 11 年度のバス輸送人員は約６億９千百万人、１日１８
人員は、昭和５０年度をピークに減少傾向にある。  
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690,783

成７年 平成１１年
出典：神奈川県バス協会資料
９万人である。輸送



（３）需給調整規制廃止への本市としての対応の必要性 
 平成１４年２月の需給調整規制の廃止にともない、サービスの向上が図られ

る路線がある一方で、赤字路線については、現状のサービス内容を維持してい

くことが困難になっていく可能性があります。 
 本市には、現段階でバス事業者との検討が迫られている路線(以下「検討路線」

といいます)が１３系統あります。それら路線については、採算性はよくないも

のの、地域の貴重な足として利用されており、今後その必要性について、市民・

バス事業者・行政とともに協議を行っていく必要があります。 
 
 

【検討路線】 
 
                           平成 13 年 9 月 12 日現在 

№ 事業者名 起  点 経 過 地 終  点 距  

離 

（ｋｍ） 

運行１回  
当たり 
平均乗車
密度 
（人） 

１ 鶴巻温泉駅 真田神社 東海大学 ５．１ ３．４ 

２ 鶴巻温泉駅 串橋下 伊勢原車庫 ２．９ ２．７ 

３ 秦野駅 善波 鶴巻温泉駅 ７．６ ５．４ 

４ 秦野駅 平沢 比奈窪 ９．２ ３．４ 

５ 秦野駅 畑中 渋沢駅 ６．７ ２．９ 

６ 秦野駅南口 左Ｇテ中井 秦野駅南口 １０．７ ３．３ 

７ 

 
 

神
奈
川
中
央
交
通(

株) 

秦野駅南口 右Ｇテ中井 秦野駅南口 １０．７ １．４ 

８ 渋沢駅北口 甘柿橋 松田ランド ４．１ ２．９ 

９ 渋沢駅北口 新道 みくるべ ５．０ ３．１ 

10 峠 渋沢駅南口 千村台 ４．２ ２．２ 

11 渋沢駅南口  千村台 ２．１ ２．１ 

12 峠 渋沢駅南口 若竹の泉 ４．１ ２．１ 

13 

 
(

株)

湘
南
神
奈
交
バ
ス 

渋沢駅南口  若竹の泉 ２．０ １．９ 

                出典：神奈川県生活交通確保対策地域協議会資料 
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出典：「バス交通現況調査報告書」秦野市コミュニティバス庁内検討委員会 

■需給調整規制廃止への市としての対応の必要性 
○ 本市におけるバス事業者との検討路線は１３系統あります。それら

路線については、採算性はよくないものの、地域の貴重な足として

利用されており、今後その必要性について、市民・バス事業者・行

政とともに協議を行っていく必要があります。 
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（４）交通空白不便地域の解消 
 市内では公共交通を利用することが不便であったり、道路幅員等によりバス

が運行できない地区があり、自家用車依存社会の要因のひとつにもなっていま

す。 
 そのため、交通空白不便地域※４を解消し、利便性の高い地域の形成を目指す

とともに、環境問題などの解消に向けた取り組みとして、自家用車依存の生活

様式を見直していく必要があります。 
 なお、本計画でいう交通空白不便地域とは、盆地・坂が多いという本市の実

情をふまえて、駅から 700ｍ以上離れており、さらに、バス停からも 300ｍ以

上離れている地区を定義しています。 
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（５）移動制約者への対応の必要性 
 バス交通は、高齢者・障害者にとって貴重な交通手段となっています。全国

的な傾向とはいえ、本市においても高齢者比率は年々上昇しています。また、

バス通学をしている幼児・児童・生徒がおり、高齢者･障害者等を含めた移動

制約者にとって、現在のバス交通は貴重な交通手段となっています。 
 そのため、移動制約者の生活交通を確保するために、バス交通を維持すると

ともに、充実させていく必要があります。 
 
 
 

【市の人口および人口構成比の推移】～上昇する高齢者比率～ 
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第第３３章章  ババスス交交通通にに関関すするる基基本本的的
なな考考ええ方方  

 

１ 基本理念 
 バス交通を取り巻く社会環境や、本市におけるバス交通の現状と課題などをふま

えて、次のとおりバス交通を考えています。 
 
 
 
 
 
 
 

生活交通であるバス交通を「地域の貴重

な財産」と位置づけ、様々な視点からバ

ス交通の確保を図っていきます。 

（1） 地域の実情をふまえて、本市としては、市民の生活に密着した生活交通手

段であるバス交通を「地域の貴重な財産」として位置づけ、今後とも、バス

交通の確保を図っていく必要があると考えています。 
 
（2） 市内の公共交通網はバス交通を中心として形成されています。また、幼児・

児童・生徒などの移動制約者が通学にバスを利用しているなど、多くの市民

にとって現在のバス交通は、生活に密着した貴重な交通手段となっています。 
 
（3） 生活交通として現在のバス交通の確保を図っていくだけではなく、高齢社

会や環境問題へ対応するためのひとつの有効な手段として、バス交通の確保

を図り、誰にとっても快適で利便性が高い、地域と一体となったバス交通の

実現を図っていく必要があると考えています。 
 
（4） このようなバス交通を実現するために、本市では様々な取り組みを行って

いきますが、行政の取り組みだけでは、実現することはできません。したが

って、市民・バス事業者・関係機関がいっしょに考え、そして、共に行動す

る「協働」の関係のもとに、いろいろな取り組みを行っていく必要があると

考えています。 
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第第４４章章  ババスス交交通通確確保保にに関関すするる
基基本本方方針針  

 
 基本的な考え方をふまえて、以下に示す４つの基本方針のもと、バス交通の確保

を図って行きます。 
 

１ 生活交通の確保に向けた方針 
 バス交通を「地域の貴重な財産」として、以下の方針により、生活交通の確保

を図っていきます。 
 
（１） 現在の乗合バス路線の確保 

 現在の乗合バス路線は、移動制約者の貴重な交通手段としてだけではなく、

多くの市民が通勤・通学など様々な生活の場面で利用しています。現在、利用

されている乗合バス路線が地域からなくなると、これまでの安定した生活を確

保していくことが困難になると思われます。 
 したがって、市民が安定した生活をおくれるように、市民にとって身近な乗

合バス路線の維持を目指し、生活交通手段としてのバス交通の確保に向けた検

討に取り組んでいきます。 
 

（２） 交通空白不便地域の解消 
 市内では公共交通を利用することが不便であったり、また、困難な交通空白

不便地域が存在しており、市民の利便性や安心感の面で格差が生じています。 
 そのため、交通空白不便地域を解消し、利便性の高い地域の形成を目指すた

めに、生活交通手段としてのバス交通の確保に向けた検討に取り組んでいきま

す。 
 

（３） 公共的施設の利便性の向上 
 点在している市役所や病院等センター的な機能を有する公共的施設の利便

性を高めるため、現在、運行しているフレンド号を充分に活かしつつも、より

多くの市民が利便の高い生活がおくれるようにバス交通の確保を図っていきま

す。 
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２ 移動制約者への対応に向けた方針 
 高齢者・障害者・幼児・児童・生徒などの移動制約者のために、バス交通の確

保を図っていきます。 
 

（１） 現在の乗合バス路線の確保 
 現在の乗合バス路線は、移動制約者の貴重な交通手段となっています。その

ため、高齢者や障害者の社会参加の機会を増やし、すべての人が健康で文化的

な生活が送れるよう、乗合バス路線の確保を目指し、生活交通手段としてのバ

ス交通の確保を図っていきます。 
  

（２） 誰にとっても利用しやすい、わかりやすいバス交通の実現 
  本市では年々高齢化率が上昇しており、高齢社会を迎えつつあります。その

ため、移動手段として単に乗合バス路線網を維持するだけではなく、高齢者の

行動の変化に対応できる環境整備を行うとともに、障害者にとっても利用しや

すい、わかりやすいバス交通の実現を図っていきます。 
 そのためには、現在の乗合バス路線のみだけではなく、新たなバス交通の導

入も視野に入れながら、誰にとっても利用しやすい、わかりやすいバス交通の

実現を図っていきます。 
 
 

３ 環境にやさしい交通体系の実現に向けた方針 
 環境問題に対応し、環境にやさしい交通体系を実現するために、バス交通の

確保を図っていきます。 
 

（１） 公共交通を中心とした交通体系の再構築 
 モータリゼーションの進展による自家用車利用の増大などにより、本市のバ

ス利用者は平成 4 年度をピークに年々減少しています。そして、自家用車利用

による自動車依存型の生活様式は、地球環境問題をはじめとする様々な環境問

題を引き起こす一要因となってきました。 
 そのため、自家用自動車依存型の生活様式を見直し、環境共生※５・循環型※

６の持続可能な社会システムへ積極的に方向転換することが求められており、

公共交通を中心とした交通体系を再構築していく必要があります。 

 したがって、環境にやさしい交通体系を実現できるよう、公共交通である現

在の乗合バス路線の維持を図っていくとともに、低公害バスの導入を促進して

いきます。 
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 また、生活交通手段を公共交通へ転換していくために、既存の乗合バス路線

だけではなく、新たなバス路線の導入も視野に入れて、バス交通の確保を図っ

ていきます。 
 

（２） 交通空白不便地域の解消 
 市内では公共交通を利用することが不便であったり、また、困難な交通空白

不便地域が存在しており、このことが、自家用自動車依存型の生活様式を生み

出す一要因となっていると思われます。 
 そのため、交通空白不便地域にバス交通を確保することで、環境にやさしい

交通体系の実現を図っていきます。 
 
 

４ 地域と一体となったバス交通の実現に向けた方針 
 地域の実情に応じた、地域と一体となったバス交通の実現に向けて、市民・

バス事業者・行政との協働の関係づくりや仕組みづくりを図っていきます。 
 

（１） 市民・バス事業者・行政との協働による仕組みづくり 
 地域と一体となったバス交通を実現していくためには、市民・バス事業者・

関係機関がいっしょに考え、そして、共に行動する「協働」の関係のもとに、

様々な取り組みを行っていく必要があり、そのための仕組みづくりを構築して

いきます。 
 

（２） 継続的に協議・調整が行える仕組み・組織の確立 
 地域と一体となったバス交通を短期間で実現していくことはできません。時

代の変化や市民ニーズを的確にとらえながら、継続的に協議・調整を行い、実

現に向けて取り組んでいく必要があります。 
 そのため、バス交通等に関して継続的に協議・調整が行える仕組みと組織の

確立を図っていきます。 
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第第５５章章  基基本本方方針針のの実実現現にに向向けけてて  
 
 基本方針の実現に向けて、今後、市民・バス事業者・行政の協働関係を構築して

いきます。 
 
 

１ 市民・バス事業者・行政との協働関係の構築 
 基本方針の実現のために、今後、本市では様々な取り組みを行っていきますが、

本市の取り組みだけでは、基本方針を実現できません。したがって、市民・バス事

業者・行政がいっしょに考え、そして、共に行動する「協働」の関係のもとに、様々

な取り組みを行っていきたいと考えています。 
 そして、「協働」の関係を構築していくためには、市民・バス事業者・行政の役

割分担を明確にし、各主体がその役割を担っていく必要があります。 
 本計画では以下に示す役割分担のもとに、様々な取り組みを行っていきたいと考

えています。 
 
（１） 市民の役割 

 市民自らが、自分たちのまちを良くしていこうという熱意をもち、バス交通

の現状に対する理解を深めるとともに、市民として取り組める身近なことから、

主体的に取り組んでいく必要があります。 
＝行動目標＝ 
ア バス交通の｢現状を認識｣しましょう！ 

バス交通が重要な移動手段であり、バス利用者の減少により路線廃止

があり得ることを認識しましょう。 
 

イ バスを「もっと利用」しましょう！ 
 乗合バス利用者数は年々減少しています。市民の生活に密着したバス

交通を維持していくためには、まず、第一に個人、家族、地区、自治会

等でバスを利用して、「地域の貴重な財産」を支えていく必要がありま

す。 
 
ウ 行政が設ける懇談会等に「積極的に参画」しましょう！ 

 地域と一体となったバス交通を実現していくためには、市民のみなさ
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んといっしょに、バス交通について考えていかなければいけません。し

たがって、行政が設ける懇談会等には積極的に参画し、利用促進策など

乗合バス路線確保のための方向性について、いっしょに考えましょう。 
 
エ バス事業者・行政とともに、「いっしょに行動」しましょう！ 

 「地域の貴重な財産」であるバス交通を確保していくためには、考え

るだけではなく、バス事業者・行政とともに、バス利用の推進や交通ル

ールを守るなど市民としてできることを積極的に行っていきましょう。 
 

 
（２） バス事業者の役割 

 バス事業者には、本計画やその他の諸計画を理解し、地域住民との協力関係

を築き、より良いバス交通を実現していく取り組みが求められます。 

＝行動目標＝ 
ア 地域の足を担うバス事業者として、「取り組みの推進に協力」しましょう。 

 市民・行政とともにバス交通維持のための協議に参画して、地域の足

を担う事業者として、市民、行政との協働のもと、基本方針を実現する

ための取り組みの推進に協力をしましょう。 
 
イ 市民・行政が求める「情報の提供」をしましょう。 

 地域と一体となったバス交通を実現するためには、継続的に協議を行

う必要があります。しかし、バスの現状がわからない状況では協議がで

きません。したがって、バス事業者として可能な範囲で、市民・行政が

求める情報を提供しましょう。特に、乗合バス路線を確保するために、

公的補助を投入する路線については、詳細な情報を提供しましょう。 
 

（３） 行政の役割 
 協働によるまちづくりを実践していくため、市民、バス事業者と協働の関係

をつくり、各主体を調整していくとともに、利用促進策等の取り組みを推進し

ます。 

＝行動目標＝   
ア 地域の実情を把握し「必要な輸送力を確保する」よう努めます。 

 バス事業者からの情報提供により、バス利用者の動向等を把握すると

ともに、市民ニーズなど地域の実情の把握し、必要な輸送力を確保する

よう努めていきます。 
 

 20



イ バス交通を確保するために、「市民啓発活動」を行います。 
 バス交通を確保するためには、市民にバスをもっと利用してもらわな

ければなりません。そのためにはバス交通の利用を促進するために、｢広

報はだの｣などを通じて、市民の啓発活動を行っていきます。 
 
ウ 市民・バス事業者とともに「利用促進のための取り組みを検討」します。 

 バス交通を維持していくためには、市民にバスを利用していただくこ

とが、第一であると考えています。したがって、バス利用を促進するた

めの取り組みを検討する場を設け、市民・バス事業者といっしょに検討

していきます。 
 
エ バス利用促進を図るために、「市としての取り組みを推進」します。 

 バス交通を維持していくためには、市民の利用を促進していかなけれ

ばなりません。利用を促進するためには、バス交通の利便性を向上させ

ていく必要があります。そのため、定時性や走行性の確保するための道

路交通を始めとした交通環境の改善など、様々な取り組みを行っていき

ます。 
 
オ 取り組みの促進に向け、「関係機関との調整」を図ります。 

 バス交通を維持していくために、バス事業者、国、県、関係機関等に

も、必要な措置を講じるよう調整を図っていきます。 
 
カ 「新規のバス事業者が参入できる土壌つくり」を形成していきます。 

 需給調整規制の廃止により赤字路線が廃止されてしまう可能性があ

りますが、一方、新規参入が容易になったことで、自由競争による競争

原理が働き、今よりもサービスが向上する可能性もあります。したがっ

て、市民が快適で利便の高いバス交通環境が実現できるよう、新規のバ

ス事業者が参入できる土壌づくりを行っていきます。 
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２ 基本方針の実現に向けたバス活性化方策の方向性 
～基本方針の実現に向けた今後の取り組み～ 

 
  基本方針の実現に向けたバス活性化方策の方向性を以下に示します。 
 

（１） 生活交通の確保に向けた取り組みの方向性 
ア 現在の乗合バス路線確保のための環境整備 
（ア） 現在の乗合バス路線を確保するために利用促進に取り組んでいき

ます。 
（イ） 通勤・通学のための乗合バス路線の環境改善に取り組んでいきます。 
イ 交通空白不便地域の解消 
（ア） 交通空白不便地域の解消のために、新たなバス路線の検討に取り組

んでいきます。 
ウ 公共的施設の利便性の向上 
（ア） 公共的施設の利便性を向上するために、現在の乗合バス路線の内

容見直しに取り組んでいます。 
（イ） 公共的施設の利便性を向上するための、新たなバス路線の検討に

取り組んでいきます。 
 

（２） 移動制約者への対応に向けた取り組みの方向性 
ア 現在の乗合バス路線維持のための環境整備 
（ア） 現在の乗合バス路線を維持するために環境整備に取り組んでいきま

す。 
イ 誰にとっても利用しやすい、わかりやすいバス交通の環境整備 
（ア） ユニバーサルデザイン※７の視点から、乗り易さの改善などバス利

用環境の改善に取り組んでいきます。 
 

（３） 環境にやさしい交通体系の実現に向けた取り組みの方向性 
ア 公共交通を中心とした交通体系の再構築 
（ア） 公共交通を中心とした交通体系の再構築に向けバス利用促進に取り

組んでいきます。 
イ 交通空白不便地域の解消 
（ア） 交通空白不便地域の解消のために、新たなバス路線の検討に取り組

んでいきます。
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（４） 地域と一体となったバス交通の実現に向けた取り組みの方向性 
ア 市民・バス事業者・行政との協働の関係づくり 
（ア） 協働の関係づくりのために、各主体の役割を明確にしていきます。 

イ 継続的に協議・調整が行える仕組み・組織の確立 
（ア） 継続的に協議・調整が行えるルールづくりに取り組みます。また、

そのための組織の立ち上げに取り組みます。 
 
 

３ 想定される取り組みについて 
 左記の取り組みの方向性をふまえて、今後、市民・バス事業者・関係機関と協

議・調整を図っていく具体的な取り組みを以下に例示として示します。 
 また、現段階で想定される取り組む主体を例示として示します。 
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具体的な取り組みの例示 基本方針の実現に向けた今後の取り組みの方向

～バス交通活性化施策の方向性～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バス交通活性化施策の例示 

■ボトルネック※８箇所の改良 
■都市計画道路の整備 

■バスレーン※９の設置 
■交通規制・信号制御 

■バスレーン※９の設置 
■路上駐車対策 
■自動車交通量の削減 
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くり 

役割の明確化

の確立 

りと、その
の検
 

方向性 

バスやフレンド

路線の検討 

■バス待

■乗り易

■バスの

の意識

■バスと

■バス路

■低公害

■各主体

環境整備 

利用促進 

の検討 

みの方向性

 

ための組織の立
ちの環境改

り継

さ、分かり

イメージア

改革 

他交通機関の

線の維持・

化の促進 

の連携強化
■上屋、シェルターの設置 
■ベンチの設置 
■バス接近表示システム※10 

■バスロケーションシステム 11 ※

■インターネット等の活用 

■駅前広場の整備 

■乗り継ぎの方法の工夫 
■運賃制度の改善 

善 ■バス停施設の改善 

■情報提供 

ぎ環境改 ■駅での乗り換え 

■乗り継ぎ 

■情報提供 
■総合案内システムの設置 
２） 移

ア 現
動制約

在の乗合
者への

公共的施設

バス路
応に向け

利便性を向

持のため

スを維持す
取り組み

環境整理

ために利用
■乗り換
え・乗
■バス車両の低床化※13 
■乗降の円滑化 
■急行バスの導入 

■市民の啓発・ＰＲ 

■サイクル＆ライド※12駐輪場整備 
■パーク＆ライド※12駐車場整備 

■公的補助・支援■自治体運営 
■市民・利用者による支援 

■バス事業者による路線拡充 
■自治体による路線拡充 
 (コミュニティバス等) 
■新規参入の土壌づくり 

■路線の維持 

■路線の拡充 

易 ■バス乗降の円滑化 

ップ・市民 ■啓発活動 
■車両のペイント 
■取り組み状況の情報発信 ■イメージアップ 

拡充 

■バス停施設の改善 
さの充

連携促進
 

実

 

善

■バス車両の低床化※13 

■時刻表の提供 
■バス停時刻表の改善 

■低公害車の導入※14 
■環境定期の導入※15 

■協議会等の設立検討 ■新たな体制づくり 

■環境対策 

■乗り易さの改善 

■情報提供 
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■想定される取り組みの主体（案） 
（１） 

生活交通の確保 
（２） 

移動制約者へ
の対応 

（３） 
環境にや
さしい交
通体系の
実現 

（４） 
地域と一体と
なったバス交
通の実現 

ア 

乗
合
バ
ス
路
線
維
持 

イ 

交
通
空
白
不
便
地
域 

ウ 

公
共
的
施
設
の
利
便
性 

ア 

バ
ス
路
線
維
持
の
た
め
の

環
境
整
理 

イ 

誰
に
と
っ
て
も
利
用
し
や

す
い
、
わ
か
り
や
す
い
バ
ス
交
通 

ア 

公
共
交
通
を
中
心
と
し
た

交
通
体
系
の
再
構
築 

イ 

交
通
空
白
不
便
地
域
の
解

消 ア 
市
民
・
バ
ス
事
業
者
・
行
政

と
の
協
働
の
関
係
づ
く
り 

イ 

継
続
的
に
協
議
・
町
政
が
行

え
る
仕
組
み
・
組
織
の
確
立 

想定される主な
取り組み主体 

 
 
 
 
 
 

バス交通活性化方策の方向性と具体的な取り組み 

（
ア
）
利
用
促
進 

（
イ
）
通
勤
通
学
の
た
め
の

環
境
改
善 

（
ア
）
交
通
空
白
不
便
地
域

の
解
消 

（
ア
）
乗
合
バ
ス
等
の
見
直

し （
イ
）
新
た
な
路
線
検
討 

（
ア
）
利
用
促
進 

（
ア
）
利
用
環
境
の
改
善 

（
ア
）
公
共
交
通
を
中
心
と

し
た
交
通
体
系
の
再
構
築 

（
ア
）
交
通
空
白
不
便
地
域

の
解
消 

（
ア
）
協
働
の
関
係
づ
く
り 

（
ア
）
組
織
の
立
ち
上
げ 

 

市 

 

関
係
機
関 

 

バ
ス
事
業
者 

 

市
民
、
地
域
住
民 

■道路整備等 ■ ボトルネック箇所の改良     ■都市計画道路の整備 ○               ○ ○ ○

■バス優先化 ■ バスレーンの設置        ■交通規制･信号制御 ○             ○ ○ ○ ○ ○ 
■走行環境の改善 

■道路交通の円滑化 ■ バスレーンの設置        ■路上駐車対策 
■自動車交通量の削減 ○             ○ ○ ○ ○ ○ 

■バス停施設の改善 ■ 上屋、シェルターの設置 
■ ベンチの設置          ■バス接近表示システム ○               ○ ○ ○ ○

■バス待ちの環境改善 

■情報提供 ■ バスロケーションシステム    ■インターネット等の活用 ○              ○ ○  ○

■駅での乗り換え ■駅前広場の整備 ○               ○ ○ ○ ○

■乗り継ぎ ■ 乗り継ぎの方法の工夫      ■運賃制度の改善 ○               ○ ○ ○ ○

■乗り換え･乗り継ぎ環境改善 

■情報提供 ■総合案内システムの設置 ○              ○ ○  ○

■啓発活動 ■市民の啓発・ＰＲ ○               ○ ○ ○ ○ ○■バスのイメージアップ・市民
の意識改革 ■イメージアップ ■ 車両のペイント         ■取り組み状況の情報発信 ○              ○ ○ ○  ○

■路線の維持 ■ 公的補助・支援         ■自治体運営 
■ 市民･利用者による支援  ○ ○           ○ ○ ○ ○ ○ ■バス路線の維持･拡充 

■路線の拡充 ■ バス事業者による路線拡充    ■自治体による路線拡充 
■ 新規参入の土壌づくり       （コミュニティバス等）  ○ ○             ○ ○ ○ ○

■バスと他交通機関の連携促
進 

■バス停施設の改善 ■ サイクル＆ライド駐輪場整備   ■パーク＆ライド駐車場整備  ○ ○             ○ ○ ○

■バス乗降の円滑化 ■バス車両の低床化        ■乗降の円滑化 
■急行バスの導入                ○ ○ ○

■乗り易さの改善 ■バス車両の低床化                ○ ○ ○

■乗り易さ、分かり易さの充実 

■情報提供 ■ 時刻表の提供          ■バス停時刻表の改善               ○  ○

■低公害化の促進 ■環境対策 ■ 低公害車の導入         ■環境定期の導入                ○ ○ ○

■各主体の連携強化 ■新たな体制づくり ■協議会等の設立検討            ○ ○ ○ ○ ○ 
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第第６６章章  基基本本方方針針のの実実現現にに向向けけたた
当当面面のの取取りり組組みみ  

 
 第 5 章に示した取り組みのうち、本市としては、当面以下の取り組みを推進して

いきます。 
 

１ 現在の乗合バス路線の維持に向けて 
【検討路線への対応に向けたルールの確立】 

 現在、本市にはバス事業者と検討がせまられている路線が 13 路線あり、そ

れらの路線に対する早急な対応を行っていく必要があります。 
 したがって、乗合バス事業者から退出の意向が示された場合は、以下の考え

やルールに基づき対応を検討していきます。 
 

（１） 検討路線の維持に向けた本市としての基本的な考え方 
ア  現在の乗合バス路線を維持していくことを原則として考えています。

ただし自家用車利用者の増加や道路運送法改正の趣旨などをふまえる

と、利用促進策のみで対応していくことには限界があると考えています。 

 

イ  乗合バス事業者が退出の意向を示してから、半年後には路線が廃止さ

れてしまうという緊急性をふまえると、市民や地域住民の意向によって

は、事業者に対して公的支援を行っていく必要があると考えています。 

 

ウ  景気低迷の中、限られた財源で、すべての路線について、完全維持を

行うための公的支援（補助）は行いません。 

 

エ  公的支援のみでは、市民合意等を得るのに困難があり、地域住民が利

用者負担と合わせて支援を行っていくことを原則とします。 
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（２） 検討路線の維持に向けた公的支援の考え方 
 乗合バス事業者から退出の意向が提出された場合は、以下の考え方で公的支

援を行います。 
 
ア  乗合バス路線を維持していくために、地域交通の実情や住民の要望を

把握し、地域に必要な輸送サービスなどが確保できるよう施策を講じて

いきますが、そのための直接的・間接的な公的支援※16 については、地

域住民や利用者の負担又は市民全体の負担と併せて検討していきます。 
 

イ  現在の路線のサービス内容（運行時間帯・運行本数など）を完全に維

持していくことを基本とする公的支援（補助）は行いません。 
 

ウ  直接的・間接的な公的支援の必要性およびその内容については、退出

意向が提出された個別路線ごとに検討していきます。本市としては以下

のプロセスで協議・調整を行います。 
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２ バス交通確保に向けた個別路線（系統）の検討プロセス 
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要望・ 

提案 

 

代替交通機関による運行 

当該系統 
廃止へ 

経済比較の検討 

代替交通機関の検討 
 
 
 （ｅｘ） 

乗合タクシー 
コミュニティバス 
福祉バス など 

 

代替系統あり 

 

当該系統 
廃止へ 

代替系統があるか 

※バス事業者・行政との協議は必要に応じて随時行っていく 

※市民・バス事業者・行政によるバス交通問題の検討 

バス事業者によるサ

ービス内容等の改善 

地域・行政等

による判断 

公的支援策の検討 
・運行委託 
・利用促進策実施 
・市民啓発 

など

利用者負担による支援

策の検討 
 
・
 
運賃負担 

 など

市民負担による支援策

の検討 
 
・プリペイドカー
ド購入 

・利用促進 など 

※利用状況、経営状況の確認を行う 

※利用の促進による路線の維持を前提としつつ、以下の検討を進める。 
※路線の完全維持を行うための公的支援(補助)はしない。 

 

可能 

：バス事業者の判断も 

必要な項目 

市民・行政による系統の必要性検討・判断 
○利用状況 
○地元意向 
○路線特性 

バス事業者からの情報提供

 ・系統廃止理由  
バス交通確保対策の検討 

バス事業者等との調整 

バス交通確保対策の検討（見直し） 

各系統の評価 

バス事業者による運行 

当該系統 
廃止へ 

バス事業者からの情報提供

 ・代替路線の有無 
 ・代替路線の系統名 

（起終点・経路） 
 ・時間帯別運行回数 
・運行日 など 

不可能 

生じる 

現状で代替系統なし 

 

 

バス事業者から

の条件提示 合意とれず 

・代替交通機関で運行可能か 
・支援策・運行回数等で、事業者

が運行可能か 

運行回数等の見

直しで、現事業

者による運行

合意 

必要性あり 

 
不可能 

事業者なし 

事業者変更によ

る路線維持 
事業者あり 支援なしで当該系統を運行する

事業者があるか 

可能 

支援策（利用者負担・市民負担・公的負担など）の検討・サービス内容の検討 

必要性なし 

当該系統 
廃止へ 

生じない 

運行回数等の見直しで、支援がな

くても運行可能か 

市民・行政による系統の必要性の

検討・判断 

系統廃止で新たな交通空白不便

地域が生じるか 



第第７７章章  地地域域のの足足ととななるる今今後後ののババスス
交交通通のの充充実実にに向向けけてて  

 
～コミュニティバス導入に向けて～  

 
 

１ 地域の足としてのコミュニティバスの必要性 
 

(1) 少子高齢社会の到来、交通空白不便地域の存在、環境問題に対応するための

自家用車を中心とした生活様式の見直し、道路運送法改正などに対応していく

ため、現在の乗合バスを含めて、今後、バス交通の改善を図っていく必要があ

ります。 

  

(2) 「地域の足」を考えた場合、乗合バスは地域の貴重な財産ではありますが、

現在の社会環境や市のかかえるバス交通の課題に対応していくためには、充分

ではない面もあります。このような状況をふまえ、今後、「地域の足」をいかに

確保していくべきなのか、今から検討を行っていく必要があります。 

 

(3) 今後の「地域の足」を確保する一つの手段として、コミュニティバスを導入

することが考えられます。より充実したバス交通の確保に向けて、コミュニテ

ィバスの導入の可能性について、次の手順で検討を進めていく予定です。 

 

(4) 本計画においては、市における導入のコンセプトについて検討を行い､その検

討結果をふまえて、今後、検討をさらに進めていきます。以下に、本年度の検

討結果を示します。 
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２ コミュニティバスの位置付け及び目的について 
 
 本市の総合計画（はだの 2010 プラン）においては、ゆとりとうるおいのある都

市基盤の整備の中で、交通バリアフリー化を目指した市民の安全性及び利便性の

向上並びに省エネルギーや環境保全の観点から、機能的・効率的な交通輸送体制

の確立に努めています。 
 その主な事業計画の基本方針の中でコミュニティバスの運行を位置付けており

ます。導入の目的としては次の２つが挙げられます。 
 
（１）交通空白不便地域の解消、高齢者、障害者など移動制約者への対応 
（２）バスの規制緩和への対応 
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３ コミュニティバス導入までの検討手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
年
目 

３
年
目 

２
年
目 

 

導入計画の策定
 

■コ
・

■コ
・ル
・各
 →
 →

■

（

■

・使

運

・

（

法

■

■
 
 

総合計画・都市マスタープラン等による位置づけ
ミュニティバスの運行路線の選定 
運行地区の抽出・計画ルートの検討 

※

※

ミュニティバスの運行路線の選定 
ート停間隔の代替案の設定 
ルート案の導入可能性の検討 
運行条件（運行計画素案、需要、採算性） 
制約条件（道路条件、財源確保、関連法制度）

問題解決のための 
方策の選択 
必要性

・公共
・高齢
状況

・交通
 

  

コミュニティバス導入にむけての実施計画 
用車両、バス乗降施設、運行頻度、運行時間帯、

賃、道路等の走行環境 
詳細な条件整備 
バス事業者や住民との役割分担、財源確保、関連

制度） 

コミュニティバスの導入 

コンセプトの明確化 
・目的、対象、サービス など 

問題点と課題の明確化 
・交通体系の確立 ・福祉サービスの充実 
・環境負荷の低減 など 

■他の方策の検討 
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必要に応じて、地

元住民との意見交

換を行う。 
導入にあたって

は、バス事業者と調

整を行う。 
の明確化） 

 
コミュニティバスの適用性 

（判断基準） 
的施設の利便性 
者・障害者等のモビリティ確保の
 
不便地域の確認 
■■ココミミュュニニテティィババススのの選選択択



４ コミュニティバス導入の視点 
以下の視点をふまえて、導入のコンセプトの検討を行いました。 
 
（１） 本市の特徴 

１ 市域が広く、起伏に富んでいる。また駅が４つある。 
２ センター的機能を有する公共的施設が点在している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口の属性 

 
１ 急速に少子高齢化が進んでいる。
15.7 14.2 14.1 14.6

74.3
70.5 65.8

9.9 12.4 15.4
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19.6
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人口構成比(％)

155,000
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175,000

180,000

185,000

190,000

195,000

人口（人）

15歳未満 15～65歳未満 65歳以上 人口
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（３） 交通環境について 

１ 鉄道駅は４つあるが、駅周辺の地域を除くと徒歩だけでは駅を利用で

きない。 
２ 交通空白不便地域が存在する。 
３ 代表交通手段は自動車の割合が高く 65 歳以上の自動車利用者の割合

が多い。 

４ 都市の骨格となる都市計画道路の整備が遅れている。 
５ 国道２４６号をはじめとして、幹線道路は混雑している。 
６ バリアフリー化による交通環境の整備が望まれている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

秦野市 

厚木市 

伊勢原市 

小田原市 

平塚市 

※幹線道

※表の数
出典：「平成 13 年度秦野市道路交通体系調査資料」秦野市 

【市街地の幹線道路の計画・整備済の線密度】 

計画 整備済 

延長(km) 
線密度 

(km/ｋ㎡） 
延長(km) 

線密度 

(km/ｋ㎡) 

整備率 

（％） 

市街化区

域 

面積(ha) 

54.10 2.22 12.92 0.53 23.9 2,438 

73.40 2.37 12.22 0.39 16.6 3,103 

18.57 1.63 3.870 0.34 20.8 1,137 

55.70 1.99 13.92 0.50 25.0 2,797 

79.24 2.57 7.620 0.25 9.6 3,083 

(都市計画年報 平成 12 年 3 月 31 日現在) 
路とは、都市計画道路を指す。 
字は、市街地における幹線道路(都市計画道路)の数字である。 
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出典：「平成 13 年度秦野市道路交通体系調査資料」秦野市 
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（４） バス路線について 
 
 
 
 
 

（５

 
 

 

１ 放射線状にバス路線はあるが、環状路線は少ない。 
２ 規制緩和により、採算性が低い路線ついては、廃止があり得る。 
３ 乗合バス以外に、無料の公共施設循環バス（フレンド号）があるが、

運行時間帯等利用者需要に対応していない。 
） その他（観光特性） 

。 
１ 丹沢大山国定公園・震生湖及び弘法山公園のハイカーや日帰り客が多い
【観光地別観光客数】 

(各年 12 月 31 日現在)商工観光課資料 
年次別 計 丹沢表尾根 震生湖 弘法山公園 鶴巻温泉 

人 人 人 人 人 

平成 6 年 1,097,944 565,367 151,477 226,535 154,565 

7 年 1,105,327 572,952 151,771 230,131 150,473 

8 年 1,087,441 582,095 152,028 233,720 119,598 

9 年 1,039,550 555,207 151,758 226,908 105,677 

10 年 992,769 525,268 141,205 213,217 113,106 

11 年 907,781 487,747 111,865 212,920 95,249 

12 年 891,813 483,116 101,931 209,332 97,434 

13 年 979,909 494,236 101,620 223,357 160,696 

(注）鶴巻温泉については、日帰り客を含めている。 
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５ 現時点で想定されるコミュニティバスの

コンセプトについて 
 

 前述の視点、本市総合計画（はだの 2010 プラン）におけるコミュニティバ

スの導入目的をふまえて、以下のコンセプトを想定しました。 
 本計画におけるコンセプトは、今後、検討を進めていくための素案とするも

のです。 
 

【考えられる導入のコンセプト】 

何のために 誰を 
対象として 

どこで 何をやるのか 案 

■公共交通不便地域の解
消を図り、公共的施設の
利便性を高める。 

１ 

■公共交通不便地域の解
消を図ることで、中心地
へのアクセスを改善す
る。 

２ 

生活交通確
保のために 

 

 

市民全員を
対象として 
 
 

現在の公共
交通不便地
域で 
 

 ■公共交通不便地域の解
消を図り、鉄道駅への利
便性を向上し、公共交通
の利便性を高める。 

１＋２ 

■公共的施設の利便性向
上を図り、社会参加の機
会を増大させる。 

３ 

■中心地へのアクセスを
改善する。 ４ 

誰にとって
も利便性の
高いまちを
実現するた
めに 
 

高齢者・障害
者を対象と
して 

高齢者・障害
者が多く居
住している
地域で 

■鉄道駅への利便性を向
上し、公共交通の利便性
を高める。 

３＋４ 
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６ 想定されるエリアの運行等の条件 
 以下の条件などから、コミュニティバスの導入エリアを想定しました。 
 本計画における導入エリアは、今後、検討を進めていくための素案とするもの

です。 
 

（１） 運行の基本的な条件 
ア 低廉な料金で運行を行う 

運行にあたって最低限必要な利用者負担を検討する。 
 
イ 運行委託とする 

バス事業者等に委託して運行する。 

 

（２） 系統の基本的な条件(想定) 
ア 市内のみを走行する系統とする 

市内のみを走行する系統とし、他市町村にまたがる広域的な路線は、乗

合バス路線が担うこととする。（周辺市町村との調整等を考えると現実的

ではない） 

 
イ 10ｋｍ程度の路線延長とする 

事例による成立要件を参考とすると、本市の規模（中密度市街地型）の

場合、循環バスで 10ｋｍ程度が想定されているため、この値を一指標とし

て検討を行う。 

 

（３） 乗合バスの補完は想定しない 
乗合バス路線を維持するために減便した路線のサービスを補完するために、

コミュニティバスを導入することは、現時点では市としては考えていない。 
 

（４） 乗合バスとの競合をさける 
現在の乗合バスに配慮して、路線の競合を極力さけるようにする。 

 
（５） 当面１系統とする 

ある一時期に、多数の系統の運行開始するには財政的に難しい。そのため、

１系統の運行を目指し、その系統の利用状況、収支の状況を見極めながら、今

後の方向性を検討していく。 
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■ 案１ 
 生活交通確保のために公共交通不便地域の解消を図り、公共的施設

の利便性を高める。 
■ 案２ 
 生活交通確保のために公共交通不便地域の解消を図ることで、中心

地へのアクセスを改善する。 
■ 案３ 
 誰にとっても利便性の高いまちを実現するために公共的施設の利

便性向上を図り、社会参加の機会を増大させる。 
■ 案４ 
 誰にとっても利便性の高いまちを実現するために中心地へのアク

セスを改善する。 

■コミュニティバス導入が想定されるエリア  
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７ コミュニティバスの実現化に向けた
今後の取り組み 

 
コミュニティバスの導入可能性を調査するため、今後、以下の項目について

検討を行います。 
 

（１） 問題解決のための方策の選択（必要性の明確化） 
ア コミュニティバスの適用性（判断基準）の判断 

（２） コミュニティバスの運行路線の選定 
ア 運行地区の抽出 
イ 計画ルートの検討 

（３） コミュニティバスの運行路線の選定  
ア ルート停間隔の代替案の設定 
イ 各ルート案の導入可能性の検討 
（ア）運行条件の整理 
  ・運行計画素案／需要／採算性 
（イ）制約条件整理 
  ・道路条件／財源確保／関連法制度 

（４） コミュニティバス導入に向けての実施計画 
ア 運行条件の検討 
（ア）使用車両 
（イ）バス乗降施設 
（ウ）運行頻度 
（エ）運行時間帯 
（オ）運賃  
（カ）道路等の走行環境 

イ 詳細な条件整備 
（ア）バス事業者や住民との役割分担 
（イ）財源確保 
（ウ）関連法制度 

（５）小委員会の発足 
 秦野市バス交通確保対策検討委員会の下部組織として(仮称)コミュニティ

バス検討小委員会を発足させ、市民と行政の協働作業で、コミュニティバス

の検討を行っていきます。 
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【参考】コミュニティバスに関する資料 
１ 市民の足を確保する新たな交通システム 

（１）コミュニティバスとは 
 コミュニティバスは、高齢者、障害者などへの対応を含めて既存のバスサー

ビスだけではカバーしきれない地区や施設を連絡する乗合バスです。 
 コミュニティバスには、路線バスと福祉サービスの双方を補完する役割があ

り、タクシーの機動性と路線バスの輸送力の中間に位置する輸送特性がありま

す。 
 
 
 

【路線バス補完と福祉サービス】 
 
 
 
 路線バス 福祉サービス 
 

コミュニティバスの領域 
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①路線バスサービスの補完（路線バスからのアプローチ） 
 ○一般に旅客輸送サービスと呼ばれる。 
②福祉サービス（高齢者・障害者対策からのアプローチ） 
 ○一般に移送サービスと呼ばれる。 

【コミュニティバスの特性】 
 ドア・ツー・ドア 

近
接
性 コミュニテ

ィバス 
 路線バス

 

タクシー  
 
 
 
 
 
 
 
 

固定ルート

 大  
出典：運輸省関東運輸局「豊かな公共

３月 
出典：（財）運輸経済研究センター「コ

査報告書」 
 

【コミュニティバスの特徴】 
●乗合バスよりも、バス停間隔

乗合バスのバス停は約３０

バスは、高齢者や障害者など

０ｍ間隔で設置されている。

●乗合バスよりも、小型の車両

乗合バスは、定員８０名程

ニティバスは定員３０名程度

員等の関係で乗合バスが通行

●乗合バスと違い、幹線道路は

乗合バスの多くは、幹線道

ュニティバスは幹線道路にあ

比較的確保しやすい。
需要量
交通サービスを実現す

ミュニティバスの今後

が短い。 
０ｍ間隔で設置されて

の移動制約者に配慮し

 
を使っている。 
度のバスを使っている

の小型のバスを使用し

できない場所にもバス

あまり通らない。 
路に路線が設置されて

まり路線を設置しない
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２ コミュニティバス導入の一般的な背景 
（１）自動車依存型社会による弊害が顕在化 

 道路交通渋滞の解消は、多くの都市にとって交通政策の最重要課題の一つで

あり、これまでは、道路整備を中心として問題解決を図ろうとしてきました。 
 しかし、道路整備によって、自家用車の利便性が改善され、自動車依存型の

都市が形成されると、これまで以上に交通需要が増加するという悪循環が指摘

されています。また、自動車依存型社会は、二酸化炭素等の自動車排出ガスに

よる環境問題のみならず、中心市街地を衰退させ、公共交通機関（特にバス）

のサービス低下とともに、自動車を持たない人や運転が出来ない障害者、高齢

者などを移動困難者・移動制約者へと押しやっています。 
（２）少子・高齢社会へ対応，持続可能な循環型社会への転換 

 これまでは、大量生産・大量消費・大量廃棄という社会システムが機能して

きていました。しかし、環境問題への対応が社会的な課題となっており、環境

共生・循環型の持続可能な社会システムへと積極的に方向転換することが求め

られています。また、我国では、高齢社会を迎えようとしており、高齢者の加

齢に伴う行動の変化によって、自家用自動車を自由に使うことが出来なくなっ

た時に、我々の生活を支えることが出来ないことも考えられます。 
 全ての人の移動を容易にし、外出機会を増加させることは、個人の健康増進

や活力維持だけではなく、これまで外出を控えていた人が活動的になることで、

まち全体の活性化につながって行きます。 
（３） 市民生活を支える乗合交通の維持・確立が不可欠 

 需給調整規制の廃止によって、既存バス路線やダイヤの見直しがせまってい

ます。特に、乗合交通（バス・タクシー）は、自家用自動車に代わる交通手段

として、市民生活に密着するものであり、市民ニーズに対応した乗合交通を模

索し、安定した交通システムを確立することが必要です。また、今後の高齢社

会においても市民と地域の持続的な発展と存続を図るためには、自動車依存社

会を見直し、市民生活を支える総合的な交通システムを確立することが不可欠

であると考えられます。 
コミュニティバスは、「既存のバスサービスだけではカバーしきれないニー

ズに対応する乗合バスである。このため、そのサービス内容は、必ずしもこれ

までの乗合バスの考え方によらず、利用者の利便性を最大限考慮し、かつ多様

化する需要へ対応する新たなバスシステムである。同時に福祉サービス、環境

に与える影響の軽減を視野に入れたシステムである。」と定義＊されており、今

後、目指すべき交通システムの具体的な形として十分に期待されるものです。 

出典＊「コミュニティバスの今後の推進方策に関する調査報告書」（財）運輸経済研究センター 
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３ コミュニティバス導入の一般的な目的 
（１） コミュニティバスの必要性 

ア 適正な交通体系の確立 
■需要に対応した適正な交通機関分担と交通不便地区の解消 
 ・歩行者支援型交通の整備 
 ・都市内交通の円滑化 
 ・既存バス路線では十分な対応ができない需要へのサービス 

イ 福祉サービスを含めたモビリティ※17の確保 
■高齢者、障害者等のモビリティを支援 
 ・高齢者、障害者等の社会参加の増大に対応したモビリティの確保 
 （商店街、公共公益施設、その他主要施設へのアクセスの確保） 
■日常生活の足としてのモビリティの確保 
 ・バス不便地域における自家用自動車を利用できない人のモビリティ確保 
 （特に人口が低密度な地域でのモビリティの確保） 

ウ 環境負荷の軽減 
■環境対策（自家用自動車による排ガス、騒音、振動の軽減） 
 ・自家用自動車依存を抑制し、環境に対する影響を軽減 
 ・道路交通混雑の解消 
■駅前環境対策 
 ・駅前放置自転車の削減（自転車利用から転換）による駅周辺の美観、

効率的な空間の整備 
エ 観光・公共施設の利便性向上 

■観光施設の利便性向上 
 ・余暇生活の利便性を向上するためのモビリティの確保 
■公共施設の利便性向上 
・日常生活の利便性を向上するためのモビリティの確保 
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（２） コミュニティバス導入の一般的な目的 
コミュニティバス導入の一般的な目的を、事例から以下に示します。 
 

【事例に見るコミュニティバスの導入目的】 
導入意図 導入地域 主な目的 タイプ分類 

・都市内不便地区のサ

ービス 
■都市内循環型バス 

・公共的施設へのアク

セス向上 
■公共施設循環型バス 

・ニュータウン等の新

規需要への対応 
■ニュータウン等連絡バス 

■通勤・通学バス 
■買い物バス 

都市部 
（主に大

都市近郊） 

・特定施設へのアクセ

ス 
■観光・イベント対応バス 

・路線バス廃止に伴う

サービス 
 
 

■人口低密度地域バス・乗合タ

クシ－ 
・中心市街地、公共施設等と

周辺部を連絡 
■スクールバス、福祉バス等と

路線バスの一元化 
・交通不便地区のサー

ビス 
■人口低密度地域バス・乗合タ

クシ－ 
・中心市街地、公共施設等と

周辺部を連絡 
■患者バス、学童バス 

路線バス

サービス

の補完 

地方部 
農村地域 
（主に地

方小都市、

過疎地域） 

・特定施設へのアクセ

ス ■観光対応バス 
一般市民も

利用可 
・高齢者、障害者のモ

ビリティの確保 
■高齢者・障害

者対応の公

共施設連絡

バス 
高齢者・障害

者に限定 
・高齢者・障害者の施

設送迎 
■高齢者、障害者専用施設送迎

バス 

福祉サービス 

・高齢者、障害者への

ドア・ツー・ドアサ

ービス 

■ドア・ツー・ドアの交通サー

ビス 

出典：（財）運輸経済研究センター「コミュニティバスの今後の推進方策に関する

調査報告書」 
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出典：「ムーバスコミュニティバス事業概要」武蔵野市 
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■コミュニティバスの導入事例 
都市名 滝川市 太田市 館林市 足利市 武蔵野市 石巻市 神栖町 羽村市 横須賀市 小田原市 松山市 金沢市 

路線名、愛称等 コミュニティバスの

実験走行 
「シティライナー

おおた」 「シティバス」 
生活路線バス 
「やまなみ号」 
「せせらぎ号」 

「ムーバス」 会員制住民バス 町内循環バス「タ

ウンストリーム」 市内循環バス 
福祉バス 
「いきいきルシア

号」 

福祉バス 
「ふれあいシルバ

ーパスほほえみ

号」 

リフト付き福祉バ

ス 「ふらっとバス」 

事業開始年月 平成８年１０月１１

日～２４日（２週間） 
平成８年４月 
運行開始 

平成５年９月 
運行開始 

平成７年１０月 
運行開始 

平成７年１１月 
運行開始 

昭和５８年 
運行開始 

平成３年４月 
運行開始 

平成５年４月運行

開始 
平成８年３月廃止 

平成７年８月 
運行開始 

平成６年９月 
運行開始 

平成６年４月 
運行開始 

平成１１年３月 
運行開始 

実施主体 財団法人 運輸経済

研究センター 太田市 館林市 足利市 武蔵野市 萩浜地区住民バス

運行協議会 神栖町 羽村市 横須賀市 小田原市 松山市 金沢市 

主な目的 本調査の基礎資料を

得る 
路線バス廃止後の

市民の足の確保 
路線バス廃止後の

市民の足の確保 
路線バス廃止後の

市民の足の確保 

市内のバス交通の

空白・不便地区の

解消 

バス交通空白地に

おける市民の足の

確保 

バス交通空白地に

おける市民の足の

確保 

バス交通空白地に

おける市民の足の

確保 

高齢者及び障害者

の社会活動の援

助、公共施設の利

用促進 

高齢者及び障害者

の社会活動の援

助、公共施設の利

用促進 

遠隔地の在宅障害

者の社会参加を促

進 

バス交通空白地に

おける市民の足の

確保、高齢者の外

出意欲の促進 

内容 市内の公共施設・バ

ス不便地区を巡回 

市内の公共施設・

交通不便地区を連

絡・循環 

市内の公共施設・

交通不便地区を連

絡 

市内の公共施設・

交通不便地区を連

絡 

市内の公共施設・

バス不便地区を巡

回 

市中心部と交通不

便地区を連絡（ス

クールバスを利

用） 

市中心部と交通不

便地区を連絡 

市内の公共施設・

バス不便地区を巡

回 

高齢者・障害者を

対象に公共施設へ

の運行 

高齢者・障害者を

対象に公共施設へ

の運行 

障害者を対象に公

共施設への運行 

市内の公共施設・

バス不便地区を巡

回 

路線系統数 １路線２系統（両方

向循環型） 
２路線３系統（１

路線は市内循環） １路線３系統 ２路線２系統 １方向循環 １路線２系統 ２路線４系統（循

環線２路線） 
１路線２系統 
（両方向循環型） ５路線５系統 ５路線５系統 ５路線５系統 ２路線２系統 

路線長 １周１２．７ｋｍ ２６．６ｋｍ 
（２路線） ２７．２ｋｍ ５８．２ｋｍ 

（２路線） １周４．３ｋｍ ４２．３ｋｍ ５４．０ｋｍ（２

路線） １周１１．３ｋｍ ６２．７ｋｍ（５

路線） 
８８．２ｋｍ（５

路線） 
約９０ｋｍ（５路

線） 
１周４．９ｋｍ 
  ６．２ｋｍ 

運行本数 １方向１日８周×２

方向（循環） 

循環線；両方向１

日１０周づつ 
上下線；１日１０

往復 

平日；１日９往復 
休日；１日３往復 

１路線当たり１日

４往復 
１日４１周 
（１時間に４本） １日２往復 

循環線２路線両方

向でそれぞれ１日

６周 

１方向１日９周×

２方向（循環） 

１路線当たり週１

回２往復（火～土

曜日） 

１路線当たり週１

回１往復（月～金

曜日） 

１路線当たり週１

回１往復（月～金

曜日） 
１日３９便 

利用対象者 限定しない 限定しない 
限定しない（高齢

者、学生、主婦の

利用が主） 

限定しない（高齢

者、学生の利用が

主） 

限定しない（高齢

者、主婦の利用が

主） 

会員のみ（高齢者

の利用が多い） 

限定しない 
（高齢者、通学生

の利用が多い） 
限定しない 

市内在住の高齢者

（６０才以上）及

び障害者（１，２

級）とその介護者 
（車いすは不可） 

市内在住の高齢者

（６０才以上）及

び障害者とその介

護者 
（車いすは折りた

たんで乗車可） 

障害者とその介護

者（リフト付き、

車いす４台乗車可

能） 

限定しない（利用

者：女性７３．

３％、５０歳以上

５８．５％） 

運賃 １００円均一 初乗り１５０円 初乗り１４０円 初乗り１５０円 
高齢者は無料 １００円均一 

会員による 
（年額１６，００

０円、８，５００

円） 

初乗り１５０円 初乗り１５０円 無料 １００円均一 無料 １００円均一 

民間事業者との

協議形態 
バス事業者に運行依

頼 

貸切バス免許を有

するタクシー業者

に運行依頼 

貸切バス免許を有

するタクシー事業

者に運行依頼 

貸切バス事業者に

運行依頼 
バス事業者に運行

依頼 
バス事業者に運行

依頼 
バス事業者に運行

依頼 
バス事業者２社に

運行依頼 

バス事業者と運送

契約（貸切チャー

ター） 

バス事業者５社に

運行依頼 
運営を社会福祉事

業団体に依頼 
バス事業者に運行

依頼 

開設費 － 

市が一部負担（車

両購入費について

は市が２／３を負

担） 

市が不足分を負担

（車両購入費につ

いて県の補助あ

り） 

市が全額負担（車

両購入費を含む） 
市が全額負担（車

両購入費を含む） 

車両購入なし（ス

クールバスを利

用） 

町が全額負担（車

両購入費を含む） 
市が全額負担（車

両購入なし） 
市が全額負担（車

両購入なし） 
市が全額負担（車

両購入なし） 
国、県の補助あり

不足分を市が負担 
市が負担（車両購

入費を含む） 
事
業
費
の
負
担 運 行 経 費 

運行依頼書 － 市が不足分を負担 市が不足分を負担 市が不足分を負担 市が不足分を負担 会員負担金と市の

補助 
町が運行依頼費を

負担 市が不足分を負担 市が全額負担（運

賃料金） 市が不足分を負担 国、県の補助あり

不足分を市が負担 － 

道路運送法上の

運行主体 北海道中央バス（株） 矢島タクシー（株） 館林合同タクシー

（株） 
足利中央観光バス

（株） 関東バス（株） 宮城交通（株） 関東鉄道（株） 立川バス（株） 
西東京バス（株） 京浜急行電鉄（株） 

神奈川中央交通

（株） 
富士急行（株） 
伊豆箱根鉄道（株） 
箱根登山鉄道（株） 

－ 北陸鉄道（株） 

道路運送法上の

根拠条項 

第４条（一般乗合旅

客自動車運送事業の

期間限定経営免許） 

第２１条（一般貸

切旅客自動車運送

事業の乗合許可） 

第２１条（一般貸

切旅客自動車運送

事業の乗合許可） 

第２１条（一般貸

切旅客自動車運送

事業の乗合許可） 

第４条（一般乗合

旅客自動車運送事

業の期間限定経営

免許） 

第２１条（一般貸

切旅客自動車運送

事業の乗合許可） 

第４条（一般乗合

旅客自動車運送事

業の期間限定経営

免許） 

第４条（一般乗合

旅客自動車運送事

業の期間限定経営

免許） 

第４条（一般乗合

旅客自動車運送事

業の期間限定経営

免許） 

第２１条（一般貸

切旅客自動車運送

事業の乗合許可） 
－ － 

その他 一部乗降に制限あ

り 乗降に制限あり 乗降に制限あり －         

 
 出典：「コミュニティバスの今後の推進方策に関する調査報告書」（財）運輸経済研究センター   金沢市交通政策課のＨＰ など 
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■コミュニティバスの成立要件について 
 

秦野市に該当する都市の規模  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：「コミュニティバスの今後の推進方策に関する調査報告書」（財）運輸経済研究センター 
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秦野市バス交通確保対策検討委員会設置要綱 
（平成１３年７月２日施行） 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、市民生活における移動手段の一つであるバス交通についての問 
題点及び課題を整理し、人にやさしく、安全性及び利便性をより一層向上させるた 
めのバス交通体系を目指した市民参画による「秦野市バス交通確保対策計画（仮 
称）」を策定するに当たり、秦野市バス交通確保対策検討委員会（以下「検討委員 
会」という。）を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定める。 
（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 
(1) 地域交通の問題点及び課題の明確化 
(2)  公共交通・乗合交通の位置付け、公的補助及び支援の考え方の検討 

(3) バス交通活性化の検討 
(4) 規制緩和後のバス交通による維持方策の検討 

(5)  コミュニティバス事業の検討 

(6)  バス交通確保対策計画策定のための基本事項の検討 
 （組織） 
第３条 検討委員会の委員は、２５名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱 
する。 
(1)  学識経験者 

(2)  国土交通省の職員 

(3) 神奈川県の職員 

(4) まちづくり委員会の構成員 

(5)  バス交通事業者などの構成員 

(6)  福祉関係団体等の構成員 

(7)  公募の市民 
２ 委員の任期は、バス交通確保対策計画を策定するまでの期間とする。 
３ 委員が欠けたときは、その委員が属していた第１項各号の選出分野から、後任の

委員を遅滞なく委嘱する。 
（報償等の支給） 

第４条 前条第１項の規定により委嘱した委員に報償等を支給するものとし、その額

は、予算で定める範囲内とする。 
 （委員長及び副委員長） 
第５条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１名置き、委員の互選により定 
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める。 
２ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 
 （会議） 
第６条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 検討委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 
３ 検討委員会の会議において議決を要するときは、出席委員の過半数により決し、

可否同数のときは議長が決するところによる。 
 （意見等の聴取） 
第７条 検討委員会は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に関係者その 
他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 
第８条 検討委員会の庶務は、都市整備課において処理する。 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営等について必要な事項は、

委員長が検討委員会の会議に諮って定める。 
 
  附 則 
この要綱は、平成１３年７月２日から施行し、「秦野市バス交通確保対策計画（仮称）」

が策定された後に開催される検討委員会の会議の日限り、その効力を失う。 
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秦野市バス交通確保対策検討委員会委員名簿 
 
番

号 
構   成 選 出 母 体 氏名 備考（役職等） 

1 学識経験者 東海大学 二 宮 豊 志 政治経済学部 

2 国土交通省 金 子 常 雄 自動車第一部 
旅客第一課専門官 

3 
国 

国土交通省 大 崎 武 夫 神奈川陸運支局 
旅客課長 

4 都市計画課 浅 羽 義 里 都市計画課技幹 

5 
神奈川県 

湘南地区行政センター 市野澤国冠 企画調整課長 

6 本町地区 松 本 正 次 自治会連合会 
副会長 

7 南地区 小 寺 仙 子 南が丘 
民生委員会長 

8 東地区 関 野 久 子 東婦人会会長 

9 北地区 橋 本 節 子 北婦人会会長 

10 大根地区 原 秀 夫 自治会連合会 
副会長 

11 西地区 諸 星 鎭 夫 元渋沢地区 
連合会会長 

12 

7 地区 

まちづくり委員 

上地区 熊 澤 和 夫 上長寿会会長 

13 神奈川中央交通(株) 小 永 井 勝 取締役運輸部長 

14 
バス交通事業者 

(株)湘南神奈交バス 横 溝 重 夫 専務取締役 

15 
秦野市老人クラブ 
連合会 谷 好 文 会長 

16 
福祉関係団体 

秦野市身体障害者 
福祉協会 池 田 良 一 会長 

17  榎 本 芳 男 曽屋在住 

18  黒 木 正 憲 南が丘在住 

19  鈴 木 高 史 戸川在住 

20 

公募の市民 

 山内裕美子 南が丘在住 

※役職等は計画策定当時のものである。 
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秦野市バス交通確保対策計画策定経過 
 

第１回      平成 13 年 8 月 3日 
          １委員の委嘱 
          ２会長、副会長の選出 
          ３過年度調査の概要について 
          ４計画策定の流れについて 

           
 
第２回      平成 13 年９月 26 日 
          秦野市バス交通確保対策基本計画（骨子）について 

（１） バス交通の現状と課題 
（２） バス交通に関する基本的な考え方 
（３） バス交通に関する基本方針 
（４） 方針の実現に向けて 
（５） アンケート調査について 
 

第３回      平成 13 年 11 月 21 日 
          秦野市おける「地域の足」について 

（１） アンケート調査概要について 
（２） 市民のバス交通関する意識と意向 
（３） 本市における「地域の足」を考える 
（４） 「地域の足」を確保するために考えられる手段 

 
第４回      平成 13 年 12 月 21 日 
          １バス交通維持に向けた公的支援の考え方について 
          ２路線維持に向けた各主体の役割分担について 
          ３コミュニティバスのコンセプトについて 
 
第５回      平成 14 年 1 月 25 日   
          コミュニティバスのコンセプトについて 
 
第６回      平成 14 年 3 月 4日 
          秦野市バス交通確保対策基本計画書（案）について 
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用語解説 
 
 ※１ 道路運送法改正 

 道路運送法の改正に伴い、平成 14 年２月から路線バスに対する従来の規制が

次のとおり緩和された。 

    ■新規参入の促進 

 需要と供給のバランスが崩れる場合は認可しない「需要調整規制」を前

提とした免許制から、一定の条件を満たせば参入できる許可制に変更。 

 新規バス事業者が参入しやすくなる。一部の路線では、バス事業者間の

競争によるサービスの向上が期待される。 

    ■バス路線の撤退 

 不採算（赤字）路線の撤退は、許可制から一定の期間を設けた事前届出

制に変更。バス事業者の意思で路線を廃止できるようになった。 

 

 ※２ 乗合バス 

 乗合バスとは、路線があらかじめ定まっており、しかも定期的に特定の利用

者ではなく一般の旅客を運送することを必要としているバスのことである。 
 

 ※３ モータリゼーション 

   日常生活に自動車の使用が普及すること。 

 

※４ 交通空白不便地域 
 本計画でいう交通空白不便地域とは、盆地・坂が多いという本市の実情をふ

まえて、駅から 700ｍ以上離れており、さらに、バス停からも 300ｍ以上離れ

ている地区を定義している。 
 

 ※５ 環境共生 

 大気汚染など環境の保護に配慮しながら、人間も快適な暮らしをしていこう

という考え方。 

 

 ※６ 循環型社会 

資源の消費を抑制し、環境へのダメージができる限り低減される社会。 
 

 ※７ ユニバーサルデザイン 
 「あるゆる年齢、性別、障害の有無などの違いを越えて、すべての人が暮ら
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しやすいようにしていこう」という目的で、誰もが使えるように配慮する設計

の考え方。 
 

 ※８ ボトルネック 
 道路網又は道路の一部区間において、前後の区間に比べて通行可能な交通量

が小さいために、そこを流れる交通のさまたげとなっている地点又は区間。 
 

 ※９ バスレーン 
 路線バス等が他の車両に優先して使用できる車線のこと。 

 
 ※10 バス接近表示システム 

 バス停留所にバスの接近状況を表示するシステム。 
 

 ※11 バスロケーションシステム 
 バスの定時性の確保、利用のしやすさの向上、輸送効率の改善を目的として

導入されるシステムで、電波などで個々のバスの位置や速度を捉え、運行をコ

ントロールするシステムのこと。バス停で「バスが間もなくきます」という合

図を表示するバス接近表示システムと組み合わせて使う例もある。 
 

 ※12 パークアンドライド、サイクルアンドライド 
 都心部等の自動車交通混雑の緩和を図るため、都心部へ乗り入れる鉄道の郊

外駅、バスターミナル等の周辺に駐車場を整備し、自動車を駐車（パーク）さ

せ、鉄道、バス等の公共交通機関への乗り換え（ライド）を促すシステム。ま

た、バスに乗り換える場合は、パークアンドバスライド、自転車から公共交通

に乗り換えるものをサイクルアンドライドともいう。 
 

 ※13 バス車両の低床化 
 高齢者等の乗り降りに配慮した床の高さの低いバスの導入を図ること。 

 

 ※14 低公害車 

   排出ガスを出さなかったり、出しても汚染物質の量の少ない自動車のこと。 

 

※15  環境定期 

 バス利用の促進による環境対策のひとつで、通勤定期を所有している人が、

土・日・祝日に家族とともにバスを利用して外出するときに、割引運賃で乗車

できる制度。 
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 ※16 直接的・間接的な公的支援 
【直接的な公的支援とは（例示）】 

■欠損補助 
・運行によって生じる欠損額を税金等で補填する。 

■運行委託 
・運行に必要な経費をあらかじめ決定し税金等で運行を委託する。 

【間接的な公的支援とは（例示）】 
■利用促進策の導入 

・ 都市計画道路の整備／路上駐車場対策など交通環境の改善／サイクル

アンドライド（バス停まで自転車できてもらい、バスに乗り換えてもら

うこと）のための駐車場の整備／低床バス・低公害バス導入に対する支

援／バス折返場の整備／パークアンドバスライドのための駐車場の整

備。 
 
 ※17 モビリティ 

 簡単に動けること。 
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その他の資料 

【駅前広場乗入れ事業者 ※平成１３年度】 
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設問ごとの集計 
＝ 路線バスの利用実態 ＝

問１ 市内路線バスの利用状

（１） あなたは市内の路線
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�������
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不明・無回答　１．１％（５

 
※ 路線バスの利用状況につ

い」（４５．９％）と答えて

る」を合わせた路線バス利

人は路線バスを利用してい

 
（２） この質問は、（１）で

《２３７人》のみお答

ア あなたは、どうい

らあてはまるものを

0 10 20

不明・無回答　０．４％（１人）

公共施設の

その他　

※ 路線バスの利用目的のう

で、続いて「遊びに行く」（

る「通勤・通学」（３５．０
第 23 回市民意識調査 

 
況についてお聞きします。 
バスを利用していますか。 
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���� ほとんど利用しない

４５．９％（２０５人）

たまに利用する
３２．０％（１４３人）

よく利用する
２１．０％（９４人）

人）

いて、回答者のうち半数近くの人は「ほとんど利用しな

います。これに対して、「たまに利用する」「よく利用す

用者（５３．０％）は半数を超えており、概ね２人に１

ることがわかります。 

「よく利用する」「たまに利用する」を選んだ方のみ 
えください。 
う目的でバスを利用することが多いですか。次の中か

２つ以内で選んでください。 

30 40 50

通院　２４．５％（５８人）

利用　１２．７％（３０人）

通勤・通学　３５．０％（８３人）

遊びに行く　４２．２％（１００人）

買い物　４８．５％（１１５人）

(％）

１３．９％（３３人）

 

ち、最も回答の多かった項目は「買い物」（４８．５％）

４２．２％）の順となっており、毎日の利用が見込まれ

％）を上回っています。 
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   イ あなたは、バスを利用する上で改善してもらいたいことがありますか。 
次の中から特にあてはまるものを１つ選んでください。 

0 5 10 15 20 25 30 35
（％）

不明・無回答　４．６％（１１人）

その他　７．２％（１７人）

バス車両の改善　１．３％（３人）

バスの所要時間の短縮　２．５％（６人）

バスルートの変更　５．１％（１２人）

バス停周辺の環境改善　８．０％（１９人）

運行時間の延長　１５．２％（３６人）

ダイヤどおりの運行　２１．５％（５１人）

運行本数の増加　３４．６％（８２人）

 
※ 路線バスを利用する中で改善してほしいと感じていることは、「運行本数の増加」

（３４．６％）が最も多く、他の項目をかなり上回っています。全体として、運

行ダイヤに関する改善要望が多い傾向となっています。 
 
 
（３） この質問は、（１）で「ほとんど利用しない」を選んだ方《２０５人》のみお

答えください。あなたが、路線バスを利用しない理由について、次の中からあ

てはまるものをいくつでも選んでください。 

0 20 40 60 80 （％）

その他　４．４％（９人）

不明・無回答　５．４％（１１人）

バスを利用するとお金がかかるから　７．８％（１６人）

バスが時間どおりに来ないから　９．８％（２０人）

運行本数が少ないから　１６．６％（３４人）

バス路線が近くにないから　２０．０％（４１人）

徒歩で十分であり、利用する必要がないから　４８．３％（９９人）

自家用車を利用している　７８．５％（１６１人）

 
※ 路線バスを利用しない理由として、圧倒的に多かった回答は「自家用車を利用し

ているから」（７８．５％）でした。１世帯で複数台の自家用車を保有している車社

会の成熟ぶりが、そのまま反映された結果となっています。 
他には「徒歩で十分であり、利用する必要がないから」（４８．３％）という地理

的要因を理由にした回答が多くなっており、バス路線そのものが理由となっている

ケースは少なくなっています。 
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問２ バス路線の廃止についてお聞きします。 
（１） 道路運送法の改正に伴い、平成１４年２月以降、一部のバス路線が廃止され

る予定ですがご存知ですか。 
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

���
���
���
���
���
���
���
���
���

知らない
９４．２％（４２１人）

不明・無回答　０．７％（３人）

知っている
５．１％（２３人）

 
※ 道路運送法の改正に伴う乗合バスの規制緩和について、回答者の９割以上が「知 

らない」（９４．２％）と答えています。一部のバス路線が廃止されるなど、市民

生活への影響が予想される問題であることから、市民への周知及び市民レベルでの

議論が必要と思われます。 
 
 
（２） あなたのお住まいの近くを通るバス路線が廃止された場合、あなたが生活を

送る上で困ることはありますか。 
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たまに困る
２５．５％（１１４人）

不明・無回答　０．９％（４人）

あまり困らない
２１．３％（９５人） 非常に困る

２９．３％（１３１人）

困らない
２３．０％（１０３人）

 
※ バス路線廃止に伴う日常生活への影響について、「非常に困る」「たまに困る」

と答えた人（５４．８％）は半数を超えており、「困らない」「あまり困らない」と
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答えた人（４４．３％）を少しですが上回っています。問１で質問した路線バスの

利用状況と回答傾向が似通っており、概ね回答者の２人に１人が、バス路線廃止に

伴い何らかの影響を受けると考えていることがわかります。 
 
 
（３） あなたのお住まいの近くを通るバス路線が廃止される場合、あなたはどう考

えますか。 
���������������������������������������������
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路線を維持するためには税金の投入
もやむを得ない　３０．４％（１３６人）

不明・無回答　２．０％（９人）

分からない
２８．７％（１２８人）

赤字路線なら廃止されても仕方がない
３８．９％（１７４人）

 

※ 自宅近くのバス路線が廃止されると仮定した場合、「赤字路線なら廃止されても仕

方ない」（３８．９％）と考える人と「路線維持に向けた税金投入」（３０．４％）

を考える人が同じくらいの割合で分かれる結果となりました。バス路線廃止に伴う

日常生活への影響の度合いに合わせ、回答が分かれたものと思われます。 
 
 
問３ 日常生活を送る上で、路線バスを運行してほしい場所があるかどうかお聞きし

ます。（この質問は１０４人の方が回答しています。） 
（１） あなたが特に路線バスの運行を希望される場所（コース）を１つ記入してく

ださい。 
 
○ スーパーキミサワ・くずは台団地・東田原方面（他に同意見６件） 
○ 秦野駅～畑中・三協町～渋沢駅（他に同意見３件） 
○ 秦野駅～榎木堂～東小学校（他に同意見２件） 
○ 秦野駅南口～新日赤病院（他に同意見２件）  
○ 秦野駅～渋沢駅（菩提経由）（他に同意見２件） 
○ 大倉・戸川公園方面（他に同意見２件） 
○ 秦野駅～新日赤病院～大竹～平沢～渋沢駅（他に同意見１件） 
○ 鶴巻温泉駅～平塚駅（他に同意見１件） 
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○ 秦野駅～畑中～新日赤病院（他に同意見１件） 
○ イトーヨーカドー経由南が丘行（他に同意見１件） 
○ ジャスコ～新日赤病院（他に同意見１件） 
○ 東海大学前駅～大根台団地（他に同意見１件） 
○ 秦野駅～平塚駅（他に同意見１件） 
○ 秦野駅～平塚線（深夜バス） 
○ 秦野駅～南が丘～二宮駅 
○ 秦野駅～日立製作所～テクノパーク 
○ 秦野駅～鶴巻温泉駅 
○ 秦野駅～蓑毛 
○ 渋沢駅～文化会館 
○ 渋沢駅～伊勢原駅 
○ 渋沢駅～平塚駅 
○ 渋沢駅～二宮駅 
○ 東海大学前駅～伊勢原駅 
○ 東海大学前駅～平塚駅 
○ 東海大学前駅～オレンジヒル～秦野駅 
○ 鶴巻駅～湘南老人ホーム 
○ 保健福祉センター～市役所 
○ 養泉院前～秦野駅～運動公園 
○ 菩提の向山橋より上 
○ 森戸方面 
○ 白泉寺 
○ 南が丘～高砂車庫 
○ 真田方面 
○ 渋沢相互住宅方面 
○ 県道７１号（秦野・二宮線）環境衛生センター入口方面 
○ グリーンタウン入口方面 
○ 曽屋弘法方面 
○ 南が丘～平塚駅 
○ 日立物流方面 
○ 国立療養所神奈川病院方面 
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（２） その場所へは、主にどういう目的で行きますか。次の中からあてはまるもの

を１つ選んでください。 
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買い物
２７．９％（２９人）

通院
１９．２％（２０人） 通勤・通学

２７．０％（２８人）

公共施設の利用　１２．５％（１３人）

遊びに行く　６．７％（７人）

その他　６．７％（７人）

 
※ 「買い物」（２７．９％）や「通勤・通学」（２７．０％）など日常生活を送る上

で基本となる行動パターンを利用目的に挙げる人が多くなっています。既存の運行

コースにおける利用目的で回答の多かった「遊びに行く」は、ここでは６．７％と

低くなっており、必要に迫られた利用目的が優先された格好です。 
 
 
 
（３） その路線バスは、どの時間帯に運行していると望ましいですか。次の中から

あてはまるものを２つ以内で選んでください。 

0 10 20 30 40 50
（％）

不明・無回答　６．７％（７人）

午後９時以降　１０．６％（１１人）

午後３時～午後６時　２６．０％（２７人）

午後６時～午後９時　２７．９％（２９人）

正午～午後３時　２９．８％（３１人）

午前９時～正午　４２．３％（４４人）

午前６時～午前９時　４２．３％（４４人）

 
※ 新たに運行を希望するバス路線の運行時間帯は、利用目的で回答の多かった「通

勤・通学」などを反映して、「午前６時～午前９時」「午前９時～正午」（各４２．３％）

といった午前中の時間帯に回答が多く集まっています。 
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（４） その場所へ路線バスを運行する場合、利用日・利用度合・運行間隔について、

あなたが望ましいと思うものを、それぞれ１つずつ選んでください。 
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平日のみ
３７．５％（３９人）

不明・無回答　７．７％（８人）

休日のみ　３．８％（４人） 平日と休日
５１．０％（５３人）

  利 用 日
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週１～２回
２５．０％（２６人）

不明・無回答　６．７％（７人）

月２～３回
１７．３％（１８人）

週５回以上
２５．０％（２６人）

週３～４回
２１．２％（２２人）

利 用 度 合

月１回以下　４．８％（５人）
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１時間に１本程度
３０．８％（３２人）

不明・無回答　９．６％（１０人）

その他　１１．５％（１２人） ３０分に１本程度
４１．４％（４３人）

１日に３本程度　６．７％（７人） 運 行 間 隔

 

 
※ 新たに運行を希望するバス路線に対する期待度は大きく、「利用日」「利用度合」「運

行間隔」のそれぞれについて、日常的な利用を前提とした回答傾向が見られます。 
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